
北海道農業改良普及推進協議会 議事概要 

 

日 時  令和５年５月 16 日（火）１０：００～１１：３０ 

場 所  かでる２・７ 820 号室 

出席者  別添「出席者名簿」のとおり 

議 事 

（１）議題１ 令和５年度における普及活動の重点推進方向について 

  ア 松井首席普及指導員から資料に基づき説明 

  イ 質疑応答（有・無） 

（２）議題２ 令和４年度における普及活動成果事例について 

  ア 木村主査から「びえい農業 SDGｓへの挑戦」を基づき説明 

  イ 長井総括から「TMR センターの課題解決による地域生産力の維持・向上」

に基づき説明 

  ウ 質疑応答（有・無） 

 

（３）議題３ スマート農業相談窓口について 

ア 神林係長から「農業改良普及センターにおける「スマート農業相談窓口」

について」に基づき説明 

イ 質疑応答（有・無） 

 

（４）その他 

  ア 意見交換 

（酪農畜産協会 富岡専門指導官） 

・ 協会でも経営診断を行っているが、全道各地の TMR センターでコストが上昇し

ている。具体的にどう対策すればよいかは難しいが、今回の議題２の説明でもあ

ったとおり、肥料費低減がポイントではないか。春先にスラリーを散布すると一

番草の品質低下につながるとの声がある。スラリー散布によって品質やコストに

どのような影響があるかについて教えてほしい。 

⇒（長井総括）これまでは畑が乾いてからスラリーをまいていたため、時期が遅

かった。4 月 20 日から 5 月 15 日までにまき終われば、品質低下にはつながら

ない。コストについては肥料費で 2000 万弱下がるとの試算もある。 

（酪農畜産協会 富岡専門指導官） 

・ スラリーの粘度（うすめているかどうか）は？ 

⇒（長井総括）家毎に水分量が異なるので、個別で提案している。 

 

（北海道農業公社 名取コーディネーター） 

・ 経営相談室で普及センターと連携させていただいている。法人化について、普

及センターと連携しているが、欠員が多くマンパワー不足を感じている。農家や

農協と話しても現場対応能力が手薄なのかという話もある。重点以外の農家との

連携にも気を遣い、普及から現場へ近付いていくことが出来ればより現場の声を



聞くことができるのではないか。 

・ 公社に経営相談室できて 3 年。北海道の場合、経営相談所と担い手センター二

本柱で動いていたが、国は一緒にしようと思っていて、なかなか。一部連携して

やっていることもあるが。今後とも普及センターと連携してやっていきたい。 

⇒（鈴木課長）さきほどの件は基盤強化法で位置づけられた。公社の担い手セン

ターはいままでどおりやっていただければとおもっている。 

⇒（松井首席）コロナを機に講習会の開催ができなかったことなどから手薄と感

じているのではないか。5 類になったことから今後は以前のようにやっていき

たい。 

  

（鈴木課長） 

・ 令和３年度から始まった普及計画は今年度がちょうど中間年にあたる。色々と

検討が必要になってくるので、これまでの活動内容や令和８年度の計画策定に向

けてみなさまからご意見をいただけたら。 

 

（JA 中央会 佐藤専門推進員） 

・ JA 営農指導員と話すことが多いが、経営が悪化する要因としては労働力の問

題。外国人を労働力として取り入れていかなければならない。次にスマート農業

の導入でコストがかかる。国は共同所有・共同購入というが、大規模経営の北海

道にはそぐわない。次に畜産クラスター事業について。償還できないなど資金繰

りが悪くなっている。これらのことを普及活動計画に取り入れていくべき。 

 

（ホクレン 高橋課長） 

・ ホクレンでも営農支援を 10 年前から行っている。スマート農業のトラブル対

応の人材がいない。全道各支所に担当を配置しているが厳しい状況なので、人材

育成が急務。人材育成に係る対応はできないか。 

 

（信連 加藤部長代理） 

・ スマート農業への注目度の高まりから、スマート農業の導入などへの支援も必

要と考えている。信連でも道庁に協力してもらい近代化資金の増枠を行った。是

非信連とも連携させていただきたい。 

 

（NOSAI 兼子課長） 

・ すべての農業者に農業保険加入へ加入をしていただくことで、すべての農業者

をサポートすることが目標。地域毎で NOSAI と連携していただきたい。 

 

（普及協会 中野会長） 

・ 今回の関係機関の意見は、普及を支援する協会としても非常に大事。しっかり

と受け止めたい。 

  



 イ 神林係長から「北海道農業改良普及推進協議会設置要領」に基づき説明。 

・ 推進協議会設置要領の第５に本協議会の時限が規定されている。事務局として

は、本協議会は今後も常設として設置し、本日のように関係機関・団体の皆様方

から、普及事業に対するご意見やご提言をいただきたいと思っているが、賛同い

ただけるか。 

 

⇒ 異議なし。 

以 上 

 


